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【公開番号】特開2015-50193(P2015-50193A)
【公開日】平成27年3月16日(2015.3.16)
【年通号数】公開・登録公報2015-017
【出願番号】特願2014-179026(P2014-179026)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｒ  13/11     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｒ   13/11     　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成29年8月3日(2017.8.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気コネクタであって、
　プラグ（５）を受容するためのベース（３）であって、プラグ（５）が差し込み位置に
おいて長手方向軸（Ｌ）に沿ってベース（３）に差し込み可能にされており、差し込み位
置ではベース（３）とプラグ（５）が格子状空間（１７）を共同で画成するようにされて
いるベース（３）と、
　接点部材（７）であって、プラグ（５）が押し込み位置にある時に半径方向に拡張する
ようにされ、ベース（３）とプラグ（５）の間の電気接触を確保し、接点部材（７）がそ
れ自身の上で長手方向軸線（Ｌ）周りに周回（２１，２３）を形成するように折り曲げら
れた金属ワイヤを含む、ようにされている、接点部材（７）と、を有し、
　前記周回（２１，２３）の数が５以下、有利には、２以下である、
　ことを特徴とする電気コネクタ。
【請求項２】
　前記金属ワイヤが、複数の曲げ（２５，２７，２９，３１，３３）を有し、各曲げ（２
５，２７，２９，３１，３３）が、それぞれ、前記ベース（３）の内面（１５）と電気接
触する前記接点部材（７）の第１接点部分（２５Ａ，２７Ａ，２９Ａ，３１Ａ，３３Ａ）
を含み、前記内面（１５）は長手軸方向に沿って略円形をなして、格子空間（１７）の外
径（ＤＥ）を画定し、前記第１部分（２５Ａ，２７Ａ，２９Ａ，３１Ａ，３３Ａ）の数が
有利には５である、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電気コネクタ。
【請求項３】
　前記第１接点部分（２５Ａ，２７Ａ，２９Ａ，３１Ａ，３３Ａ）の任意の連続した２つ
が、長手方向軸線（Ｌ）に直角な横方向の面（Ｔ）への投影において、外径（ＤＥ）の６
０％以上の長さ（Ｄ）だけ離間している、
　ことを特徴とする請求項２に記載の電気コネクタ。
【請求項４】
　長手方向軸線（Ｌ）に直角な横方向の面（Ｔ）上で曲げ（２５，２７，２９，３１，３
３）が外径（ＤＥ）の３０％以下の半径（Ｒ１）を有している、
　ことを特徴とする請求項２または３に記載の電気コネクタ。
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【請求項５】
　前記金属ワイヤが、差し込み位置において、前記プラグ（５）の外周面（１９）と接触
する、接点部材（７）の第２部分（３５Ｂ，３７Ｂ，３９Ｂ，４１Ｂ，４３Ｂ）をそれぞ
れ含むようにされた複数の略直線部分（３５，３７，３９，４１，４３）を有し、第２部
分（３５Ｂ，３７Ｂ，３９Ｂ，４１Ｂ，４３Ｂ）の数が、有利には５である、
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の電気コネクタ。
【請求項６】
　前記金属ワイヤが、少なくとも９０重量％の銅とベリリウムの合金を含む、ことを特徴
とする請求項１から５のいずれか一項に記載の電気コネクタ。
【請求項７】
　前記金属ワイヤが、少なくとも９０重量％の金または金－ニッケル合金の層でおおわれ
ている、ことを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の電気コネクタ。
【請求項８】
　請求項１－７のいずれか一項に記載の電気コネクタと、差し込み位置においてベース内
に差し込み可能なプラグ（５）とを含む、ことを特徴とする電気コネクタのセット。
【請求項９】
　前記プラグ（５）が長手軸（Ｌ）に沿う略円形の外周面（１９）を含み、前記外周面（
１９）が差し込み位置において、前記格子状空間（１７）の内径（ＤＩ）を画定し、前記
内径（ＤＩ）の前記外径（ＤＥ）に対する比率が、０．６以下、有利には０．５以下であ
る、ことを特徴とする請求項８に記載の電気コネクタのセット。
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